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いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０分
以内に必要なサービスが提供される日常
生活圏域（具体的には中学校区）を単位と
して想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症対応型共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療 介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について
○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される
地域包括ケアシステムの構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域
包括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の
特性に応じて作り上げていくことが必要。
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2040年頃を展望した社会保障改革の新たな局面と課題
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823万人
<12.5%>

医療・福祉

～～

（万人）

5,650万人程度

《2040年までの人口構造の変化》

6,350万人程度

6,580万人

901

《就業者数の推移》

（万人）

人口構造の推移を見ると、2025年以降、
「高齢者の急増」から「現役世代の急減」に局面が変化。

2025年以降の現役世代の人口の急減という
新たな局面における課題への対応が必要。

2,180

3,677 3,921

+2.7%

+142.0%

+66.8%
+6.6%

8,638

▲17.0% ▲16.6%

高齢者人口
の急増

高齢者人口
の増加が
緩やかに

生産年齢
人口の減少
が加速15歳～64歳

65歳～74歳

75歳以上

団塊の世代が
全て65歳以上に

団塊の世代が
全て75歳以上に

団塊ジュニアが
全て65歳以上に

＜65歳以上人口＞

＜15歳～64歳人口＞

2,239

7,170

（万人）

5,978

6,000

930万人程度
<15%程度>
【暫定】

1,060万人程度
<19%程度>
【暫定】

2,204

25年間 15年間

25年間 15年間

1. 現役世代の人口が急減する中
での社会の活力維持向上

⇒多様な就労・社会参加の促進

⇒健康寿命の延伸

2. 労働力の制約が強まる中での
医療・介護サービスの確保

⇒テクノロジーの活用等による
医療・福祉サービスの改革

《新たな局面に対応した政策課題》

 これまで進めてきた給付と負
担の見直し等による社会保障
の持続可能性の確保も図りつ
つ、

 以下の新たな局面に対応した
政策課題を踏まえて、総合的
に改革を推進。

平成30年4月12日
経済財政諮問会議

加藤勝信臨時議員提出資料
（一部改変）
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地域共生社会の実現と2040年への備え

保険者機能の強化

制度の持続可能性の確保のための見直しを不断に実施

データ利活用のためのＩＣＴ基盤整備

介護保険制度改革
（イメージ）

２．地域包括ケアシステムの推進
～地域特性等に応じた介護基盤整備
・質の高いケアマネジメント～

３．介護現場の革新
～人材確保・生産性の向上～

１．介護予防・地域づくりの推進
～健康寿命の延伸～

／「共生」･「予防」を両輪とする
認知症施策の総合的推進
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介護予防に関する新型コロナウイルス感染症への主な対応について

○ 令和２年３月３日付事務連絡
「介護予防・日常生活支援総合事業等における新型コロナウイルスへの対応について」

通いの場の取組を始めとする高齢者が多く集まる各種事業について、感染拡大の防止に向けた対応を

図っていただくよう周知

○ 令和２年３月19日付事務連絡
「新型コロナウイルス感染症の拡大防止と介護予防の取組の推進について」

高齢者が居宅で過ごす時間が長くなるような場合が増加する中での対応について、既に独自の取組を

行っている自治体の例や日本老年医学会の資料を周知

＜日本老年医学会＞ ＜奈良県生駒市 等＞
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介護予防に関する新型コロナウイルス感染症への主な対応について

○ 令和２年３月27日付事務連絡
「新型コロナウイルス感染症の拡大防止と介護予防の取組の推進について（その２）」

高齢者が居宅において健康を維持するための留意事項を周知

高齢者が居宅において健康を維持するための留意事項

○ 運動のポイント
「動かない」（生活が不活発な）状態が続くことにより、心身の機能が低下して「動けなくなる」ことが懸念されます。
また、転倒などを予防するためにも、日頃からの運動が大切です。

・ 人混みを避けて、一人や限られた人数で散歩する。
・ 家の中や庭などでできる運動（ラジオ体操、自治体のオリジナル体操、スクワット等）を行う。
・ 家事（庭いじりや片付け、立位を保持した調理等）や農作業等で身体を動かす。
・ 座っている時間を減らし、足踏みをするなど身体を動かす。

○ 食生活・口腔ケアのポイント
低栄養を予防し、免疫力を低下させないために、しっかり栄養をとることやお口の健康を保つことが大切です。

・ ３食欠かさずバランスよく食べて、規則正しい生活を心がける。
・ 毎食後、寝る前に歯磨きをする。
・ しっかり噛んで食べる、一人で歌の練習をする、早口言葉を言うなど、お口周りの筋肉を保つ。

○ 人との交流のポイント
孤独を防ぎ、心身の健康を保つために、人との交流や助け合いが大切です。

・ 家族や友人と電話で話す。
・ 家族や友人と手紙やメール、SNS等を活用し交流する。
・ 買い物や移動など困ったときに助けを呼べる相手を考えておく。
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介護予防に関する新型コロナウイルス感染症への主な対応について

○ 令和２年４月３日付事務連絡
「新型コロナウイルス感染症に関する高齢者向け情報の取りまとめについて」

厚生労働省のホームページで、新型コロナウイルス感染症に関する高齢者向けの情報を取りまとめ、

各自治体で行われているオリジナル体操等の様々な取組を収集
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介護予防に関する新型コロナウイルス感染症への主な対応について

○ 令和２年５月29日付事務連絡
「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して通いの場等の取組を実施する
ための留意事項について」

「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して実施する介護予防・見守り等の
取組例について」

緊急事態宣言の解除を踏まえ、感染拡大防止に配慮して介護予防の取組を実施するための留意事項や

取組例を周知

＜留意事項（運営者・リーダー向け）（参加者向け）＞ ＜介護予防・見守り等の取組例＞



●目的
新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、全国1０万か所以上ある通いの場の多くが活動を自粛している。この

状況が長期化すると高齢者の閉じこもりや生活不活発が増大するとともに、通いの場の活動の再開が困難になり地域の
つながりも途絶えることが危惧される。
そこで、居宅で過ごす時間が長くなることが想定される高齢者に対して、居宅においても健康を維持するために必要

な情報について、広報を行う。
また、散歩支援機能等の運動管理ツール、高齢者用スマホ等を用いたコミュニケーション、ポイント付与等の機能を

有するアプリ等によって通いの場機能を補強する。

通いの場の活動自粛下における介護予防のための広報・ICT化支援 R２年度一次補正予算額
４億円

●事業イメージ

国や自治体による広報資料の作成・発信

通いの場アプリの配信

●事業内容

□ 国による広報（民間事業者に対する委託費）０．６億円

・高齢者の関心を引き、居宅において健康を維持する行動につながる
広報資料（ポスター、パンフレット、動画等）の作成

・広報資料について、高齢者の特性に配慮した方法
（新聞、ラジオ、テレビ、HP、動画配信サイト等）により発信

□ 自治体による広報（自治体に対する補助金２／３）２．３億円

・都道府県及び市町村においても、国が作成した広報資料や独自で
作成した体操動画や資料等を地域の実情に応じた形で広報するこ
とを支援

□ ICTを活用した支援（公的研究機関等に対する補助金）１．１億円

・国立長寿医療研究センターで開発している通いの場アプリ※を
全国共通で、タブレットやスマートフォンで使用できるよう整備

※アプリの機能（例）
 運動促進（お散歩コースやスポットを投稿・共有できる機能等）
 通いの場の運営者や市町村職員等からタブレット等を用いて、体操等の映像コン テ

ンツやメッセージを配信
 参加者の心身の状態（基本チェックリスト等の情報）やコンテンツの利用状況、通い

の場への出席状況等のデータを収集することで、効率的・効果的な取組の把握、実証

高齢者の健康を維持し、介護予防を推進する 8



〇実施内容
・高齢者の関心を引き、居宅において健康を
維持する行動につながる広報資料の作成

広報資料について、高齢者の特性に配慮した方法により発信

〇目的
新型コロナウイルス感染拡大防止のために、全国10万か所以上ある通いの場の多くが活動を自粛しています。この状況
が長期化すると高齢者の閉じこもりや生活不活性が増大するとともに、通いの場の活動再開が困難になり地域のつなが
りも途絶えることが危惧されます。そこで、居宅で過ごす時間が長くなることが想定される高齢者に対して、居宅にお
いても健康を維持するために必要な情報について広報を行うことにより、高齢者の健康を維持し、介護予防を推進して
いきます。

当事者 家族・支援者・自治体職員等

ポスター

著名人を活用した広報資料

リビングルームメディア

媒介して当事者に到達

新聞
（秋頃から順次）

テレビ
（１月頃）

WEBサイト
（９月中公開）

動画配信サイト等WEBメディア
（順次公開）

動画
（秋頃公開）

オンラインメディア

企画委員会
・有識者ヒアリング
・広報戦略の企画
・広報資料への意見反映

通いの場の活動自粛下における介護予防のための広報業務

ポスター・リーフレット
（年内配布）
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高齢者の通いの場が活動自粛している状況下でも、オンラインで自己管理しながら、運動や健康づくりのためのアプリ

＜お散歩支援＞
行きたい場所を設定して、
お散歩ルートを検索・登録

＜自宅でできる体操＞
自治体が提供する体操
動画を検索・閲覧

＜在宅活動ガイド2020＞
適切な運動や活動を行うための
フローチャートや運動・活動
メニューを閲覧

今後、以下の機能も追加予定（2020年7月時点）
・ 通いの場情報の閲覧
・ コミュニケーション機能
・ 健康状態の管理（他ヘルスケアデバイスとの連携）
・ 脳活性化トレーニング
・ 食事注文、宅配機能
・ 買い物機能 等

オンライン通いの場アプリでできること（2020年7月時点）

高齢者の健康を維持し、介護予防を推進する

通いの場アプリの配信

Androidの方はこちらiPhoneの方はこちら

オンライン通いの場アプリ（国立研究開発法人国立長寿医療研究センター）
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新型コロナウイルス感染症拡大により、多くの住民主体の活動が休止、または再
開を躊躇しているという声が聞こえてきます。一方で、会えないからこそ、助け合い活
動の必要性は高まり、「コロナと共生する暮らしの中で、何ができるか」と地域の皆
さんで協議し、そこから生まれた様々なアイディアや工夫を凝らした活動も始まって
います。

今般、当財団では、「ＮＥＸＴ 心と心をつなぐ工夫と取り組み」と題する動画を
作成することといたしました。

第一弾として、奈良県生駒市の自粛中の通いの場で生まれた活動をご紹介さ
せていただきます。今後も居場所や子ども食堂等、多様な助け合い活動の動画を
作成してまいります。

[URL]
https://www.sawayakazaidan.or.jp/news/movie-next001/

新型コロナウイルスの感染防止に配慮した介護予防・見守り等の取組例

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、子ども食堂・通いの場などの
つながり支援等の取組を行う団体（以下「支援者」といいます。）の多くが活動を休
止せざるを得ない状況となりました。その結果、これまで地域の通いの場を利用して
いた方々をはじめ多くの方が、居宅で長い時間を過ごすようになることを余儀なくされ、
孤立化や心身の健康への影響が懸念されているところです。

今般、厚生労働省では、各地域の実情に応じて感染防止に配慮しつつ、新た
な方法や様々な工夫によって、つながりを継続・再開している事例を収集しました
ので公表いたします。

本事例集は、子育て・介護予防・見守りといった様々な取組の実例であり、取
組をなされている団体の情報を掲載することにより、取組内容について支援者間
での照会が可能となっています。

[URL] https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12108.html

① 厚生労働省において、新型コロナウイルスの感染防止に配慮した子育て・介護予防・見守り等の取組例を収集・公表。
※ 令和２年６月30日現在：26事例（随時追加予定）

② このほか、公益財団法人さわやか福祉財団において、取組例の動画を作成。

② 『NEXT～心と心をつなぐ工夫と取り組み～』（さわやか福祉財団ＨＰより）

① 感染防止に配慮したつながり支援等の事例集（厚生労働省ＨＰより）

通いの場（奈良県生駒市）
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【奈良県生駒市】 緊急事態宣言時、総合事業休止時の対応 （前段）

令和２年３月 生駒市内で新型コロナウイルス感染者が発生（市内事業所職員）
⇒一般介護予防事業、通所型サービスB「ひまわりの集い」を休止

令和２年４月 緊急事態宣言発令
⇒通所型サービスC・の休止

一般介護予防事業休止

通所型サービスC休止

令和２年３月 令和２年４月

一般介護
予防事業

通所型
サービスC
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【奈良県生駒市】 緊急事態宣言時、総合事業休止時の対応 （３月）

■【３月：教室休止時】懸念したこと

教室の休止 外出機会減 とじこもり等
の不活発

状態低下※

※状態低下とは、心身の低下だけでなく、他者との関りなどの社会的状態の低下も含みます。

■対応策① 「教室参加者のみなさんへ」の送付 （３月末～）

教室参加者へ室内でできる運動や、社会的な繋がりを維持するために電話

やメールといった手段があること、その他、散歩なども家に閉じこもらないた

めに重要であること、記録するためのセルフケアチェックシートを手紙で送付。

この手紙は教室再開した現在も、毎月続いている。（現在は教室で配布）

また、老人クラブ連合会、民生委員、自治会長などの地域の支援者の皆さ

んに、生駒市が上記内容について懸念していることを手紙で伝え、可能な範

囲で声かけなどいただくよう依頼。教室参加者向けの手紙を「市民のみなさ

んへ」と作り変えたものをポスティングいただくなどの協力を得た。（４月末発

行分では1,100部教室参加者に送付したのに対し、支援者の皆さんが市内

独居高齢者などに直接配布いただいた数は3,700部以上になった。）
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【奈良県生駒市】 緊急事態宣言時、総合事業休止時の対応 （４月①）

■【４月：緊急事態宣言時】懸念したこと

感染拡大
・緊急事態

事態長期化
・自粛風潮

自粛による
・不活発継続

状態低下
リスク増大

先の見えない感染拡大、感染リスクからの強い自粛の風潮、自粛という「閉じこもり」の長期化など、
３月期より、より一層、不活発からの状態低下リスクが増大していることが懸念された。

■対応策の検討 緊急的に「閉じこもり高齢者対策事業」 として
市内地域包括支援センターと連携会議を実施。

全国的に新型コロナウイルスの感染が拡大し、「緊急事態宣言」が発令

され、市民には感染に対する極端な懸念が広がり、市民生活において

も先の見えない自粛の風潮がおこったことから、特に独居高齢者など、

状態が低下するリスクがより増大すると懸念。

生駒市内の６地域包括支援センターの代表者と、第１層生活支援コー

ディネーター、生駒市で緊急会議を実施し、「閉じこもり高齢者対策」を

どう行うかなど、次ページ以降の対応などを検討。

会議メモ（ホワイトボード）
※画像はぼかしています。
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■対応策②として、対応策①で作成した「教室参加者
のみなさんへ」をもとに地域包括支援センターと再度
市民向けに「市民のみなさんへ」として作成し直し、
行政からのほかの手紙と区別しやすく市民に手に
取ってもらいやすように、別途封筒を用意。
また、「市民のみなさんへ」を封筒にいれた状態で、
各地域包括支援センターに配布し、各センターから
配布できるようにしてもらった。
■対応策③として、老人クラブ連合会単位会長や、民
生委員・自治会長・教室代表者に改めて、可能な範
囲で声かけなどについて依頼。

【奈良県生駒市】 緊急事態宣言時、総合事業休止時の対応 （４月②）

■【４月：緊急事態宣言時】「閉じこもり高齢者対策」

対応策② 【市民のみなさんへ】
地域包括支援センターと協力し、室内でできる運動の紹介やセルフ
チェックシート等を同封した封筒を、地域の関係者と連携してより多くの
方に配布

対応策③ 【地域の支援者向け手紙】
支援者になり得る人へのアプローチ
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【奈良県生駒市】 緊急事態宣言時、総合事業休止時の対応 （４月③）

■【４月：緊急事態宣言時】「閉じこもり高齢者対策」

対応策④ 家族などへの呼びかけ
【スーパー・商業施設などポスター掲示依頼】

対応策⑤ 本人へのコンテンツ提供
【イスに座ってできる体操の作成】

■生活支援体制整備事業と連動し、地域の商業施設などに「高齢者の閉じこもり
による不活発の防止」を目的としたポスター掲示を依頼。生活支援コーディネー
ター中心に各担当圏域毎に地域包括支援センターから訪問等の手段により配
架を依頼。新型コロナウイルス感染拡大をきっかけに新しい繋がりをつくること
ができた（市内１５箇所以上に掲示いただいた）

■介護予防教室講師が登場する体操動画を作成。
「基本」「肩こり」「腰痛」「膝痛」「あたま」と５種作成。
YouTubeを利用し、市ホームページに掲載と、
機材がなくてもできるように紙媒体資料を作成。
「肩こり」は5000回以上再生されている。
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【奈良県生駒市】 緊急事態宣言時、総合事業休止時の対応 （４月④）

■【４月：緊急事態宣言時】「閉じこもり高齢者対策」

対応策⑥ 教室参加者への講師からの手紙

対応策⑦ 体操教室参加者への講師からの電話連絡事業
■教室の休みが長期（2ヶ月以上）になることから、
各教室の講師から、参加者への手紙を依頼し、作成
いただいた。各教室毎に体操を入れたり、写真を入れ
たりと様々に趣向をこらしていただき、教室参加者に
「教室参加者のみなさんへ」と同封して送付したところ、
非常に喜ばれた。
また、一部の体操教室では講師から直接参加者に
電話連絡をしてもらう、という事業を実施した。
「わざわざお電話いただいてありがとう」「手紙読んで
います」「運動してますよ」などの声があり、本人にも、
講師にも非常に喜んでいただいた。

■電話事業は講師2名が2日がかりで、

ボランティアも含めのべ４００人以上
に電話いただいた。

実際に講師からいただいた手紙
※画像はぼかしています。
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活動自粛期間に「つながりづくり」を大切に
したい！の思いに応える地域のアイデア！
毎週、通っていた集会所を拠点に！

活動自粛期間の対応

ひかりが丘のふれあいクラブ
の取組は、東生駒包括支援
センターや阪奈中央地域包括
支援センターなど、他のエリア
にも広がり、つながりの再構築
の大切さを共有しました。

活動自粛期間に、医療や介護スタッフ、地域の方々など、マスク
不足に対応できるよう、手作りでメッセージを添え、みんなで
協力して作成しました。（東生駒地域包括支援センターの活動）

自分で作ってみよう！ 今は、夏用のマスクづくりをしています！
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【奈良県生駒市】 緊急事態宣言時、総合事業休止時の対応 （４月⑤）

■【４月：緊急事態宣言時】「閉じこもり高齢者対策」

対応策⑧ 「1人で悩んでいませんか･･･？」チラシの作成・配布

■自粛生活の長期化によって、
一緒にいる時間が増えること
による高齢者虐待などの懸念
があったため、地域包括支援
センターを中心に組織する
「権利擁護部会」において
啓発チラシを作成。
民生委員・自治会長などの
地域の支援者に配布、啓発
を行った。
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【奈良県生駒市】 緊急事態宣言時、総合事業休止時の対応 （４月末から５月）

■【４月末から５月：緊急事態宣言時】
通所型サービスC休止に伴う対応

緊急事態宣言が発令され、事業所においても
感染対策とサービスのバランスをとらざるを得な
い事態となった中で、本市も施設の利用制限が
かかるなどし、通所型サービスCを休止せざるを
得なくなった。特にパワーアップPLUS教室におい

ては、通所が休止しても、教室に参加いただい
ている方の状態の維持、改善を目指すべく対応
を行った。

①教室参加者を状態像や本人の意向を踏まえ、
以下の３つのレベルに分類
【Ⅰ（DVDの動画などで維持可能と考えられる）】
【Ⅱ（月に数回の訪問を実施）】
【Ⅲ（認知症の方等、週1回～2回、訪問を実施）】

■通所型サービスC パワーアップPLUS教室の場合

②上記①の分類と合わせ、通所C担当PT（市内医
療法人）と「通所代替事業」として実施すべく会議を
実施。
⇒感染対策など、可能な対応を協議・調整。

③通所C事業所はDVDの作成と訪問を実施。
PTは訪問時に撮影した動画で運動を評価。
地域包括支援センターは必要な方には同行し、
スムーズに実施できるよう支援した。
また、第1層生活支援コーディネーターは助言、
市が適宜必要な調整を行う、というそれぞれの
役割を持って、教室休止の1ヵ月を乗り切った。

通所事業所
作成のDVD

26



【奈良県生駒市】 緊急事態宣言時、総合事業休止時の対応 （５月）

■【５月：緊急事態宣言解除後】 宣言解除・通所型サービスC再開に伴う対応

再開対応策① 介護予防教室全体のマニュアルを作成。支援者に郵送配布。
⇒宣言解除による地域の通いの場再開の機運に対応。

再開対応策② 通所型サービス実施事業所と感染対策について協議
再開対応策③ ①のマニュアル、②の協議をベースに通所型サービスＣの３教室向け

に対応マニュアルと参加者用のチラシを作成。
⇒特に参加者用チラシについては、ご家族の理解を得るために用意。

感染対策チラシ（標準例）
裏面は「新しい生活様式」

通所型サービスＣ感染対策チラシ
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【奈良県生駒市】 緊急事態宣言時、総合事業休止時の対応 （５月～６月）

■【5月～6月：教室再開検討時期】 一般介護予防事業の再開について検討・協議

１：教室の再開については、
運営者（ボランティア）、
講師、市の3者が
「再開しよう」
と合意して初めて再開。
（運営者が不安な状態で
市が再開を強制しない）

緊急事態宣言が解除され、早期に一般介護予防事業の再開を望む声が内外から
あったが、新型コロナ重症化リスクの高い高齢者を対象に教室を再開するために、
各教室担当者が実施運営上、気になる点を踏まえ感染対策マニュアルを作成し、
教室ボランティア、講師などと再開にむけた協議を実施した。

再開に向けた協議の基本的なルール

２：感染対策は必須。
市の基準を基に、
会場の要件も踏まえ、
対策を行い、協議・
対策内容について
万が一の際提出でき
るよう記録しておく。

３：合意した内容は、
主催者・参加者の
約束ごととして
参加者に配布。
感染対策については
市職員が参加者に
説明する。
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【奈良県生駒市】 緊急事態宣言時、総合事業休止時の対応 （６月①）

■【６月：教室再開検討時期】 一般介護予防事業の再開について検討・協議

令和２年６月から一般介護予防事業の再
開に向けて各教室の主催者、講師、ボラン
ティアと協議を開始。

６月中にほぼ全ての教室の協議（３０団体
程度）を完了し、６月中旬以降、順次再開す
る７０教室全てに市の担当者が訪問し、協
議内容を踏まえ、感染対策の重要性や、各
教室においてボランティアなどが対応いた
だいていること、参加者のみなさんも含め
た「みんな」で、教室を守っていかないとい
けないこと、などについて説明を実施。

各教室で反応は様々であったが、必要なこ
ととして、参加者も含めて検温やイスなどの
設備の消毒などを行いながら実施している。

↑教室再開時に伝えることリスト

内容が多岐にわたるため、教室担
当が皆同じ説明ができるよう作成

教室毎の約束ごとのチラシ→

教室参加を不安に思う家族もいる
ため、持って帰ってもらうように。

教室毎に対策が違うため１５種程
度作成した。
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【奈良県生駒市】 緊急事態宣言時、総合事業休止時の対応 （６月②）

■【６月】 地域の通いの場の再開

「いきいき百歳体操」をはじめ、地域の通いの場の再開にあたり様々な相談があったため、会場設営
のポイントを入れたチラシやチェックリストを第１層生活支援コーディネーター等と協力して作成し、配
布した。市内では通いの場が再開しているほか、感染対策についてこちらからポイントを示すことで、
新規に立ち上がる通いの場も出てきている。
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初回、再開時に住民ボランティアが説明した資料
（何度も自治会で検討し作成）

◆何度も集会所のスペースを測定

◆ソーシャルディスタンスをキープで
きる場所に椅子を設置。
各自に用意してもらえないため、
運営スタッフの負担は増えているが、
地域のつながりを大切にするため、
頑張っている

◆体温計については、自治会で負担！

◆体操後のカフェは密を避けるためしば
らくお休みに。

◆換気に気を配る。

◆椅子の位置を固定させるなど、参加者
の協力も必須！

◆再開後、予想外に参加者が増え、新た
にボランティアを募り、2部制での取
組に変更！

◆出かける場所が少なくなった人々
が、新たにいきいき100歳体操に参加

◆活動自粛前より参加者が増える結果と
なった。

◆必ず、検温を受けて、消毒を済ませ着席

活動再開に向けて
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